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最大 51 万５千円最大 51 万５千円

最大 30 万円最大 30 万円

最大 30 万円最大 30 万円

最大 101 万５千円最大 101 万５千円

最大 30 万円最大 30 万円

１区画につき 50 万円１区画につき 50 万円 最大 500 万円最大 500 万円

１　空き家の解体助成
　次のいずれかを満たす解体
　　①　空き家を解体して跡地を売却又は賃貸する場合
　　②　空き家の敷地を取得又は賃借後に空き家を解体する場合
　　③　空き家を解体して跡地を公共的利用に供する場合（要事前相談）

２　空き家のリフォーム助成
　次のいずれかを満たす場合
　　①　空き家をリフォーム後に売却又は賃貸する場合
　　②　空き家を取得又は賃借後にリフォームする場合
　　③　空き家をリフォームし地域の活性化のための「まちづくりの活
　　　動拠点」として利用する場合（要事前相談）

【補助要件】

【補 助 額】

１　共通
・　対象となる空き家は、１年以上居住の用に供されていない又は所有者等が亡くなった後居住の
用に供されていない戸建て住宅又は併用住宅で、居住部分の床面積が50㎡以上のものとします
・　平成31年４月１日以降に実施した50万円以上の工事が対象です
・　助成金は、対象工事費に1/3を乗じた額とし、上限を３０万円とします
２　空き家の解体助成
・　対象となる空き家は、旧耐震基準（昭和56年５月31日以前の建築確認）の建物とします
３　空き家のリフォーム助成
・　対象となる空き家は、新耐震基準（昭和56年６月１日以降の建築確認）の建物とします
・　対象となるリフォームは、建物の機能、性能を維持又は向上させるための修繕、補修、模様替え等です

ひたちBRT沿線への良好な宅地整備の促進



最大 34 万円最大 34 万円

50 万円50 万円 20 万円20 万円

20万円20 万円

10 万円10 万円

10 万円10 万円

5 万円5 万円

20 万円20 万円
20 万円20 万円

1 万 5 千円1 万 5 千円 1 万 5 千円1 万 5 千円

5 万円5 万円

最大 101万５千円最大 101万５千円 最大 51 万５千円最大 51 万５千円

（月額家賃の1/2（上限２万円））×12カ月

取得タイプ：平成31年４月１日以降に住宅取得等（建築・購入・増改築）の契約を書面で締結して
いること（その他は、ひたち子育て応援マイホーム取得助成事業と同じですので、右
ページの「助成の主な要件」の１-②以降をご覧ください）

賃借タイプ：①　平成31年4月1日以降に賃貸借契約を締結して１年以上居住すること
②　賃借する住宅が親の所有でないこと　③居住部分の床面積が50㎡以上であること

１　次の要件をすべて満たす住宅取得等（建築・購入・増改築）が
対象です
①　平成３０年４月１日以降に住宅取得等の契約を書面で締結し
ていること
②　令和２年３月３１日までに所有権保存（移転）登記を完了
し、取得等した住宅で住民登録すること
③　居住部分の床面積が50㎡以上であること（増築の場合は、
居住部分の増床を10㎡以上行うこと）
④　建築基準法の関係法令の規定に適合した住宅であること
２　申請日又は契約日時点で中学生以下の子を養育していること
３　市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料
の滞納がないこと


